
　
町
で
は
、
地
元
自
治
会
を

通
じ
て
、
犬
の
フ
ン
注
意
看

板
を
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

〜
愛
犬
家
の
皆
さ
ん
へ
〜

『
素
敵
な
飼
い
主
』に
な
り
ま
し
ょ
う

飼
い
主
と
し
て

守
る
べ
き
マ
ナ
ー

守
る
べ
き
マ
ナ

散
歩
時
の
フ
ン
は

  

必
ず
持
ち
帰
る

No.1

飼
い
主
と
し
て

守
る
べ
き
マ
ナ
ー

守
る
べ
き
マ
ナ

狂
犬
病
の

予
防
注
射
と
登
録

No.2

田
ん
ぼ
や
畑
に
勝
手
に
フ
ン

を
さ
せ
て
、
そ
の
ま
ま
に
し

て
行
く
人
が
い
ま
す
。

田
畑
は
私
の
宝
な
の
に…

。

田
畑
は 

「
誰
か
の
持
ち
物
」
っ

て
意
識
が
な
い
の
か
ね
。

子
ど
も
が
公
園
で
遊
ん
で

い
る
時
に
、
犬
の
フ
ン
を

踏
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

靴
は
汚
れ
る
し
、
不
衛
生

で
す
よ
ね…

苦
情
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

元
自
治
会
を

町
で
は
、
地
元
自
治
会

通
じ
て
、
犬
の
フ
ン
注
意
看

通
じ
て
、

犬
の
フ
ン
で

　
お
困
り
の
人
へ

苦
情
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

　

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
法
律
上
の

義
務
と
責
任
を
負
い
ま
す
。

☆
飼
い
始
め
た
犬
の
登
録

☆
１
年
に
一
回
の
狂
犬
病
の
予
防
注

射
　

飼
犬
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
お
問

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

動
物
を
飼
う
時
の
注
意
点

☆
犬
は
、
リ
ー
ド
に
つ
な
ぐ

　

他
の
人
に
危
害
を
加
え
た
ら
、
愛

犬
が
嫌
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

☆
最
後
ま
で
飼
う

　
「
捨
て
犬
」「
捨
て
猫
」
を
な
く
し

ま
し
ょ
う
。
子
犬
や
子
猫
が
産
ま
れ

て
困
ら
な
い
よ
う
、
去
勢
・
避
妊
手

術
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

☆
餌
だ
け
を
与
え
た
り
し
な
い

　

飼
う
な
ら
責
任
を
も
っ
て
人
に
迷

惑
を
か
け
な
い
飼
い
方
を
。

　

無
責
任
な
飼
い
方
は
、
み
だ
り
な

繁
殖
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

▼
問
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
４
（
直
通
）

①
砂
な
ど
を
入
れ
た
ビ
ニ
ー
ル
袋
に

ス
コ
ッ
プ
で
入
れ
、持
ち
帰
る

②
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
と
ビ
ニ
ー

ル
袋
な
ど
を
使
用
し
、
持
ち
帰
る

犬
の
フ
ン
で

　
お
困
り
の
人
へ

！！

フンの上に
トイレットペーパー

袋に手を入れるフンをつかむ袋を裏返す

o.2N

てー
o.1N

フ
ン
の
処
理
方
法

８2014.12
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児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
な
ど
に

よ
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安

定
・
自
立
促
進
に
寄
与
し
、
児
童
の

福
祉
増
進
の
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手

当
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金
を
受
給
し

て
い
る
、
申
請
す
れ
ば
受
給
で
き
る

な
ど
の
場
合
は
、
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
成
26
年
12
月
か
ら
、
公
的
年
金

（
※
遺
族/

障
害/
老
齢/

労
災
年

金
、
遺
族
補
償
な
ど
）
の
額
が
児
童

扶
養
手
当
額
よ
り
も
低
い
場
合
は
、

そ
の
差
額
分
の
手
当
を
受
給
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

▼
新
た
に
手
当
を
受
け
取
れ
る
場
合

・
児
童
を
養
育
し
て
い
る
祖
父
母
等

が
低
額
の
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い

る・
父
子
家
庭
で
、
児
童
が
低
額
の
遺

族
厚
生
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る

・
母
子
家
庭
で
、
離
婚
後
父
が
死
亡

し
、
児
童
が
低
額
の
遺
族
厚
生
年
金

の
み
を
受
給
し
て
い
る　

な
ど

公
的
年
金
給
付
等
と
の
併
給
制
限
が
見
直
さ
れ
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の
改
正

▼
月
額
手
当
額

公
的
年
金
等
と
児
童
扶
養
手
当
額
の

差
額
（
所
得
や
年
金
等
受
給
額
に
基

づ
き
算
出
）

　

新
成
人
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

町
で
は
、
皆
さ
ん
の
門
出
を
祝
し
て

「
平
成
27
年
吉
岡
町
成
人
式
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日　

１
月
11
日
㊐

▼
時
間　

午
前
10
時　

９
時
30
分
受
付
開
始

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

▼
対
象　

平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成
７
年
４
月
１
日

生
ま
れ
で
吉
岡
町
に
住
民
登
録
を
有
す
る
人
、

ま
た
は
吉
岡
中
学
校
を
卒
業
し
た
人
。

※
該
当
者
に
は
案
内
状
を
送
付
し
ま
し
た
。

案
内
状
が
届
い
て
い
な
い
人
は
、お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

教
育
委
員
会
事
務
局 

生
涯
学
習
室

☎
54
・
１
０
５
４
（
直
通
）

例 現在
母子家庭（児童1人）で

児童のみが
9,000円の

公的年金を受給中

所得制限後の
児童扶養手当額
41,020円

△9,000円
↓

↓

児童扶養手当月額
32,020円

成
人
式
開
催
の
ご
案
内

※
母
ま
た
は
父
・
養
育
者
と
児
童
の

そ
れ
ぞ
れ
が
年
金
受
給
し
て
い
る
場

合
、
双
方
の
年
金
額
が
計
算
に
含
ま

れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
そ

の
際
、受
給
し
て
い
る
年
金
の
額
や
、

前
年
の
所
得
額
が
分
か
る
も
の
が
あ

る
と
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

▼
申
請
と
手
当
の
支
給
開
始

〈
平
成
27
年
3
月
31
日
ま
で
に
手
続

き
し
た
場
合
〉

・
12
月
1
日
に
支
給
要
件
を
満
た
し

て
い
る
人
…
12
月
分
か
ら

・
12
月
1
日
か
ら
平
成
27
年
3
月
31

日
の
間
に
新
た
に
支
給
要
件
を
満
た

し
た
人
…
要
件
に
該
当
し
た
日
の
翌

月
分
か
ら

▼
必
要
書
類

通
常
の
児
童
扶
養
手
当
申
請
の
際
に

必
要
な
書
類
お
よ
び
「
公
的
年
金
等

受
給
証
明
書
」
ま
た
は
年
金
証
書
、

年
金
決
定
通
知
書
等
の
公
的
年
金
等

の
受
給
状
況
が
確
認
で
き
る
書
類

▼
申
請
・
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

福
祉
室　
　

☎
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）
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群
馬
総
社
駅
西
口
整
備
に
伴
う
都

市
計
画
道
路
の
変
更
案
が
ま
と
ま
り

ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
変
更
案

の
閲
覧
と
公
聴
会
を
実
施
し
ま
す
。

原
案
の
閲
覧

▼
場
所

県
庁
都
市
計
画
課
都
市
建
設
室
、
渋

川
土
木
事
務
所
、
役
場
産
業
建
設
課 

都
市
建
設
室

▼
期
間　

12
月
９
日
㊋
〜
24
日
㊌

※
土
日
・
祝
日
は
除
く

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

県
は
、
県
央
広
域
都
市
計
画
圏
都

市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保

全
の
方
針
の
都
市
計
画
変
更
案
を
ま

と
め
ま
し
た
。

▼
縦
覧
期
間

12
月
12
日
㊎
〜
26
日
㊎

※
土
日
・
祝
日
は
除
く

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
縦
覧
場
所

県
庁
都
市
計
画
課
、
渋
川
土
木
事
務

所
、
役
場
産
業
建
設
課
都
市
建
設
室

都
市
計
画
原
案
の
閲
覧
と
公
聴
会
を
実
施
し
ま
す

都
市
計
画
の
原
案

縦
覧
に
供
し
ま
す

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン（
県
作
成
）の
変
更
案

公
聴
会
の
開
催

　

公
聴
会
を
傍
聴
し
た
い
人
は
、
直

接
会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
期
日　

平
成
27
年
１
月
22
日
㊍

▼
時
間　

午
後
７
時
か
ら

▼
会
場　

前
橋
市
総
社
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

▼
公
述
申
出
書
の
提
出

　

公
述
人
（
公
聴
会
で
意
見
の
発
表

を
希
望
す
る
人
）
は
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
職
業
・
原
案
に
つ
い
て
の
利

害
関
係
お
よ
び
意
見
の
要
旨

（
４
０
０
字
以
内
）
を
書
い
た
「
公

述
申
出
書
」
を
閲
覧
期
間
中
に
直
接

ま
た
は
郵
送
で
、
閲
覧
場
所
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
述
人
が
い
な
い
場
合
、
公
聴
会

は
中
止
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
は
、

公
聴
会
予
定
日
の
１
週
間
前
ま
で
に

閲
覧
場
所
に
そ
の
旨
掲
示
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

県
庁
都
市
計
画
課

〒
３
７
１

－

８
５
７
０

前
橋
市
大
手
町
１

－

１

－

１

☎
０
２
７
・
２
２
６
・
３
６
５
４

渋
川
土
木
事
務
所

☎
22
・
４
０
５
５

役
場
産
業
建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８
（
直
通
）

▼
意
見
書
の
提
出　

　

変
更
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、
縦

覧
期
間
中
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

意
見
書
は
会
場
に
備
え
付
け
の
も

の
、ま
た
は
必
要
事
項
（
氏
名
・
住
所
・

利
害
関
係
・
意
見
要
旨
）
を
記
入
し

た
も
の
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、
縦

覧
場
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

▼
問
合
せ
先

県
庁
都
市
計
画
課

〒
３
７
１

－

８
５
７
０

前
橋
市
大
手
町
１

－

１

－

１

☎
０
２
７
・
２
２
６
・
３
６
５
６

都市計画道路の概要

決定権者 路線番号
路線名 概要

群馬県
（県案）

３・３・２号
大久保上野田線

幅員の変更
　延長５m、幅員22.5 m→23m
変更区間
　吉岡町大字大久保

　

町
で
は
平
成
27
年
版
の
県
民
手
帳

（
濃
緑
・
赤
・
ベ
ー
ジ
ュ
）
お
よ
び
、

農
業
日
誌
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
日
誌
、
新
農

家
暦
を
販
売
し
ま
す
。

▼
販
売
期
間　

12
月
26
日
㊎
ま
で

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
日
、
祝
日
は
除
く
）

▼
販
売
窓
口

総
務
政
策
課
で
代
金
と
引
き
換
え

▼
問
合
せ
先

総
務
政
策
課 

政
策
室

☎
26
・
２
２
４
１
（
直
通
）

 

県
民
手
帳
を
販
売
し
ま
す

  　
　
　
　
　
　

日
々
を
綴
る
一
冊
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い

県民手帳 
農業日誌 
ファミリー日誌 
新農家暦 

540円
1,500円
1,500円
520円

手帳帳 054
価　格
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今月の納税今月の納税
固定資産税……………４期
国民健康保険税………６期

介護保険料……………６期
後期高齢保険料………６期

納期限12月２５日㊍

納期限   1月  5日㊊
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替もご利用ください。

　

新
た
な
年
を
迎
え
る
時
期
に
、

支
援
を
必
要
と
す
る
人
た
ち
が
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
12
月
１
日
か
ら
「
歳

末
た
す
け
あ
い
募
金
運
動
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

募
金
は
、
自
治
会
長
を
通
じ
て

地
域
役
員
に
ご
協
力
い
た
だ
き
集

金
し
ま
す
。

　

ま
た
募
金
は
、
個
人
の
意
志
を

尊
重
す
る
自
発
的
な
も
の
で
す
。

　

歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
の
趣
旨

に
賛
同
さ
れ
る
人
は
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

学
童
ク
ラ
ブ
に
勤
務
す
る
人
を
募

集
し
ま
す
。

▼
勤
務
内
容　

学
童
ク
ラ
ブ
に
お
け

る
児
童
の
保
育
（
補
助
員
）

▼
勤
務
時
間　

１
日
３
時
間
以
内

（
土
曜
日
、
長
期
休
暇
な
ど
は
１
日

５
時
間
以
内
、
学
童
は
日
曜
休
日
）

月
10
日
程
度

▼
応
募
資
格　

子
育
て
経
験
が
あ
る
人

　

町
内
２
自
治
会
で
は
、「
魅
力
あ

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
」
の
助

成
金
を
受
け
、
新
た
な
備
品
を
購
入

し
ま
し
た
。

　

助
成
金
は
、
公
益
財
団
法
人 

群

馬
県
市
町
村
振
興
協
会
か
ら
の
市
町

村
振
興
宝
く
じ
（
通
称 

サ
マ
ー
ジ

ャ
ン
ボ
宝
く
じ
）に
よ
る
も
の
で
す
。

　

各
自
治
会
は
、
運
営
に
必
要
と
な

る
備
品
な
ど
の
整
備
を
図
り
、
今
ま

で
以
上
に
充
実
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

事
業
の
取
り
組
み
を
目
指
し
ま
す
。

　

集
ま
っ
た
浄
財
は
、
地
域
福
祉

の
充
実
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

●
ひ
と
り
で
暮
ら
し
て
い
る
高
齢

　

者
と
障
が
い
者
の
人
・
高
齢
者

　

ふ
た
り
世
帯
を
対
象
と
し
た
、

　

年
末
年
始
の
地
域
住
民
か
ら
の

　

声
掛
け
・
見
守
り
訪
問
事
業

●
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

●
ふ
れ
あ
い
い
き
い
き
サ
ロ
ン
推 

　

進
事
業

●
家
族
介
護
者
交
流
事
業

▼
問
合
せ
先　

社
会
福
祉
協
議
会

☎
54
・
３
９
３
０

▼
賃
金　

吉
岡
町
社
会
福
祉
協
議
会

の
規
程
に
よ
る

▼
募
集
人
数　

若
干
名

▼
応
募
方
法　

応
募
さ
れ
る
人
は
、

ご
連
絡
の
上
、
履
歴
書
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い

▼
締
切　

12
月
16
日
㊋

▼
連
絡
・
問
合
せ
先　

社
会
福
祉
協
議
会

☎
54
・
３
９
３
０

購
入
し
た
備
品

【
小
倉
自
治
会
】　　

小
鼓（
稽
古
用
）

…
４
個

大
鼓
…
２
個

小
鼓
…
２
個

袢
天（
大
人
・
小
人
）

…
各
15
着　

シ
ャ
ツ
…
15
着

股
引
…
15
着

【
漆
原
西
自
治
会
】

踊
り
浴
衣
・
帯
…
20
着

み
ん
な
で
さ
さ
え
あ
う
あ
っ
た
か
い
地
域
づ
く
り

   

歳
末
た
す
け
あ
い
運
動

臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す

学
童
ク
ラ
ブ

よ
し
お
か
ひ
と
昔
〜
広
報
よ
し
お
か
創
刊
号
〜

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
ひ
と
昔
前
に
町
で
起
こ
っ
た
で
き
ご
と
や
ニ
ュ
ー
ス
を
紹
介
し
ま
す
。

　
　

広
報
よ
し
お
か
の
創
刊
号
は
、吉
岡
村
発
足
か
ら
十
五
年
後
の
昭
和
四
十
六
年
一
月
。

　

当
時
の
村
長
福
田
三
郎
氏
の
発
刊
あ
い
さ
つ
の
中
で
は
、「
給
食
セ
ン
タ
ー
や
関
越
自
動
車

道
の
建
設
」に
ふ
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
初
は
半
年
ご
と
、発
刊
か
ら
二
年
後

に
月
刊
に
な
り
ま
し
た
。

　

白
黒
か
ら
２
色
刷
り
に
な
っ
た
の
は
平
成

八
年
、平
成
十
二
年
に
表
紙
が
カ
ラ
ー
と
な

り
ま
し
た
。

　

町
制
施
行
で
あ
ら
た
め
て
１
号
が
始
ま

り
、今
月
号
は
２
８
５
号
で
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
町
の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
て
き

た
広
報
誌
。目
を
通
す
と
懐
か
し
い
で
き

ご
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

毎
号
で
な
く
と
も
、お
手
元
に
残
し
、時
々

読
み
か
え
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

助
成
金
を
活
用
し
て
備
品
を
整
備

助
成
金
を
活
用
し
て
備
品
を

自
治
会
活
動
の
充
実
に
役
立
て
ま
す
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